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ABSTRACT 
 現在の聴覚障害教育は、医療の発展を背景に障害の重度・多様化が進み、幼児児童生徒の

実態も大きく変化している。また、聾学校に勤務する教員としての役割に加え、小・中学校

等の教員への支援や通常学級等に在籍する幼児児童生徒に対する指導・支援といったセンタ

ー的機能も果たさなければならず、研修や研究等による幅広く高い専門性の習得が求められ

ている。そこで本研究は、A 県内の聾学校教員に質問紙調査を行い、聴覚障害教育に関する

専門性の実態を明らかにし、今後必要な教育や研修等のあり方について検討することを目的

とした。今回の調査により、聴覚障害教育に関する専門性について、年齢や経験で身につく

だけではなく、免許保有の有無が興味・関心や能力特性の把握、理解力に即した指導等の専

門性に関連があることが示唆された。 
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Ⅰ．問題と目的 

1. 特別支援学校教員に求められる専門性

今日、発達障害の理解や医療の進歩等により、これまで大まかにしか分類されてこなかっ

た障害の重度化・重複化、多様化が進んでいる。加えて、平成 18（2006）年の学校教育法の

改正によって、障害の種類や程度に応じて特別な場で手厚い教育を行うことに重点が置かれ

た「特殊教育」から、障害のある子ども一人ひとりの教育ニーズに応じた支援を行うことに

重点が置かれる「特別支援教育」への転換がなされた。このような背景から、障害教育の現

場ではより多様な教育上のニーズに対応していくこと、それらのニーズに対応できる能力の

ある人材を育成していくことが必要とされるようになった。 

それでは、どのような能力があればこれらのニーズに応えることができるのだろうか。特

別支援学校教員に求められる専門性について、文部科学省が平成 19（2007）年 4 月に教育

職員免許改正を実施した際に、「5 つの障害種別に共通する専門性」「それぞれの障害種別

ごとの専門性として、各障害の幼児児童生徒の心理・生理・病理に関する一般的な知識・理

解や教育課程、指導法に関する深い知識・理解及び実践的指導力」「特別支援学校の教員が

センター的機能を果たすために必要な知識や技能を有すること」の３点であることを示して

いる。また、同年文部科学省（2007）により「特別支援教育の推進について（通知）」が通

達されており、その中では「特別支援教育の推進のためには、教員の特別支援教育に関する

専門性の向上が不可欠である。したがって、各学校は、校内での研修を実施したり、教員を

校外での研修に参加させたりすることにより専門性の向上に努めること。また、教員は、一

定の研修を修了した後でも、より専門性の高い研修を受講したり、自ら最新の情報を収集し

たりするなどして、継続的に専門性の向上に努めること」とされている。

なお、「通常学級の教員の多くは、特別支援教育についての専門性を持ち合わせていない」

（櫻井・佐久間，2007）とも言われており、特別支援学校での業務だけでなく、通常学級の

教員に向けての指導・支援も行っていく必要性があると考えられる。 

このように、幼児児童生徒の障害の重複化や実態の変化に応じて求められる教育ニーズは

多種多様化し、現代の特別支援学校教員にはこれまで以上に幅広い専門性が要求されている

といえる。 

2. 聴覚障害教育に求められる専門性

1) 聴覚障害教育の歴史

公教育の歴史において、最初期の重度聴覚障害児の教育の場は聾唖学校であったが、昭和

23（1948）年の義務制実施後に聾学校が設けられることとなった。その後、特殊学級の一つ

として難聴学が設置され、聴覚障害の程度・状態に応じた教育が行われてきた。さらに、改

正学校教育法の施行によって、従来の盲・聾・養護学校は特別支援学校となり、校名変更や

複数障害への対応が進んでいった。また、教育職員免許法の一部改正により、盲学校・聾学

校・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状とした。 

聾学校小学部・中学部における教育課程は、教育基本法、学校教育法などの法令に加え、

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を基準として編成されている。特別支援学校小学

部・学習指導要領第一章二節教育課程の編成においては、その障害の状態及び発達の段階や

特性並びに地域や学校の実態を十分考慮することとされている。早期教育の成果により、乳
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幼児期から高等部までの一貫した教育の実施と充実が求められており幼稚部段階から小学部

における言語や基礎的内容の充実した教育を展開しなければならない。 

 

2) 聴覚障害教育における専門性 

特に聴覚障害教育において求められる専門性として、「聾学校における専門性を高めるた

めの教員研修用テキスト改訂版」（全国聾学校長会，2011）では、聾学校における専門性の

中心を、「聴覚を活用することに関する専門性」「コミュニケーションやことばを育てる専

門性」「障害の特性を考慮した適切な方法による教科指導の専門性」「障害認識を踏まえ、

たくましく生きるチカラを育てる専門性」「母親への援助と指導、家庭や外部機関との連絡・

連携・調整に係る専門性」にあるとされている。 

専門性についてより個別具体的に考えたとき、特に「コミュニケーションに関する専門性」

の必要性は大きいと考えられる。聴覚障害教育のコミュニケーション手段については、手話

と筆談から口話法も普及し現在では視覚的コミュニケーション手段も併用しながら多様な方

法が使われている。また、聴覚障害児において補聴器や手話は大切なコミュニケーションツ

ールである。聾学校に着任する教員はその仕組みや配慮事項を正しく理解して子どもと接し

なければならない。さらに、コミュニケーション手段の選択・活用は、教科指導においても

重要視されるものである。中でも書き言葉の習得（特に、読みの指導）が教科指導の前提で

あることから、小学部低学年での指導が重要となり、発問や板書、教材作成等を含めた指導

法の検討が教員には求められる。 

コミュニケーションという個別への視点とは別に、聴覚障害教育の場が帯びやすい特性を

考慮しつつ指導にあたることも重要な専門性の一つである。このような特性として、根本

（2007）は、聾学校に在籍する児童の数は次第に減少しており、１学級の構成員が１人ある

いは数人というところが大部分であることから、友人関係が固定される、競争心や協調心が

生まれにくい、学習が児童の能力レベルに止まってしまって高められない、学校にいる時間

の多くが教員と児童の１対１になり息が詰まる、伸び伸びとした子どもらしさや社会性が育

たない、などといったものがあると述べている。 

また、このような聴覚障害教育の場を取り巻く状況としては、特殊教育から特別支援教育

への移行後、聴覚障害教育における専門性の中に「センター的機能」が新たに示された。こ

れにより、聴覚障害教育に携わる教員は、聾学校に在籍する幼児児童生徒に対しての指導・

支援だけではなく、通常の学校に在籍する聴覚障害教育を必要としている幼児児童生徒に対

しての指導・支援も求められるようになった。しかし現状は、免許状の保有率も十分でなく、

人事異動等の問題で聴覚障害教育の専門性を確保することが難しい状況と考えられる。 

さらに、教育現場だけでなく、聴覚障害そのものについての知識・理解を深めることも必

須であろう。現在、科学技術の発達により、補聴器の性能向上だけでなく聞こえが正常かど

うかをみる新生児聴覚スクリーニング検査や、人工内耳の施術などが行われている。このよ

うな技術が普及することで、早期発見・早期対応を実施できるようになったことは大きな進

歩であるといえるが、庄司（2014）は、このような技術によって近年の難聴乳幼児の補聴器

装用をめぐる動きに急激な目覚ましい変化が起きており、障害受容の初期段階にいる保護者

に対して提供すべき情報は非常に多岐に渡るとしている。宍戸（2005）も課題として、聴覚

障害があると分かった後、子どもに対して保護者の適切な対応を促す上での様々なサポート

体制の整備の必要性を挙げている。学校の行う教育支援と、障害児本人やその保護者の求め
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るものとの間にはギャップがある場合もあると言われており（岩田，2007）、教員は、幅広

い知識・技能を身につけ、幼児児童生徒一人ひとりに合った、具体的な指導内容・方法等で

授業を展開していく力が求められる。 

 

3. 本研究の目的 

 上記で述べてきたように、現場教員は多種多様で高度な専門性を求められているが、専門

性の現状や、維持・向上の困難や不安、またその課題に関する研究はこれまでに見られない。

よって本研究では、A 県内の聾学校の全教員に質問紙調査を行い、聴覚障害教育に関する専

門性の現状を明らかにし、今後必要な教育や研修等のあり方について検討を行うことを目的

とした。 

 

Ⅱ．方法 

 

1. 調査対象 

20XX 年 8 月～9 月にかけて、A 県内の聾学校に勤務している全ての教職員 55 名（臨任・

養護教諭・栄養教諭・寄宿舎指導員を含む）を調査の対象とした。 

 

2. 手続き 

 本調査は A 県立 B 聾学校において、校長からの依頼に基づいて実施した。校内研修の時間

内に調査の趣旨説明を行い、プライバシーへの配慮をしたうえで調査票を 55 名へ配布した。

調査への参加は、各教員の自由意思によることを説明した。その後 1 ヶ月間の調査期間を設

け、9 月末日に回収を行った。また後日、質問紙調査の分析結果のうち、全体傾向について

の概要を A 県立 B 聾学校へ報告した。 

 

3. 調査内容 

（1）回答者の属性（年齢、性別、雇用形態、教員免許状の種類、聾学校での通算教職年数） 

（2）聴覚障害教育に必要とされる専門性（「聾学校における専門性を高めるための教員研修

用テキスト改訂版」全国聾学校長会（2011））において作成された専門性のチェックリスト

全 32 項目をそのまま用い、７段階（1.全く知らない 2.ほとんど知らない 3.あまり知らない 

4.どちらともいえない 5.少し知っている 6.知っている 7.十分知っている、または、1.全く

できない 2.ほとんどできない 3.あまりできない 4.どちらともいえない 5.少しできる 6.で

きる 7.十分できる）で得点化した。得点が１に近づくほど専門性が低く、７に近づくほど専

門性が高いこととした。また、32 項目はＡ～Ｋの 11 要素に分けられ、それぞれ専門性の分

野によって評価した。 

 

4. 調査回答状況 

調査質問紙調査の回収率は 55 名中 55 名（100％）であった。内訳は男性 19 名、女性 35 

名、未回答 1 名であった。回答者の属性を表 1 に示した。 
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表 1 回答者の属性 

 平均 標準偏差 最小 最大 n 

年齢 41.2 8.6 25 61 51 

聾学校での通算

教職経験年数 
48.4 ヶ月 

（約 4 年） 

40.3 6 ヶ月 192 ヶ月 

（16 年） 

52 

 

 

性別 男性 19 名 

（35.2％） 

女性 35 名 

（64.8％） 

   

雇用形態 本務 44 名 

（80.0％） 

臨任 11 名 

（20.0％） 

非常勤 

（0.0％） 

  

特別支援学校教

諭免許状の保有

状況 

特別支援学校教諭

免許状保有 30 名 

（55.5％） 

特別支援学校教諭

免許状無 24 名 

（44.4％） 

   

 

 

Ⅲ．結果 

 

 専門性に関する各質問項目と、雇用形態（表 2）、聾学校通算年数（表 3）、聴覚障害領

域免許状保有の有無（表 4）をクロス集計し、それぞれの関連について検討するためｔ検定

を行った。 

雇用形態については「本務」または「臨時」、聾学校経験年数については平均である 4 年

を基準とし「４年未満」と「４年以上」、聴覚障害領域免許状については「有」または「無」

に分けて検定を行った。結果は下記のとおりである。 

 

表 2 雇用形態別の専門性評価得点 

内容 
本務 

n＝42 
臨時 
n=11 P 値 

平均値±標準偏差 
聴覚障害についての理解 
①障害・聴覚障害について（聴覚障害が及ぼす二次的症状、

聴力障害の程度） 
5.29±0.84 4.60±1.27 n.s. 

②生理学・医学・心理学・言語学・音声学に関する知識理

解について（言語障害との違い、伝音・感覚性障害、内因・

外因性、人工内耳やリハビリについて） 

5.17±0.91 4.50±1.18 n.s. 

③聴覚障害者の教育や社会参加の達成について（歴史・文

化・人権、社会動向、福祉制度、教育制度など） 
5.15±1.04 4.27±1.49 † 

言語指導の基礎知識と指導 
④聴覚障害についての基礎的な知識を持っている（耳の生

理・異常、難聴の分類や音の認知過程、聴力レベル） 
5.20±0.72 4.64±1.12 n.s. 

⑤一般的な言語発達の道筋を理解している（言語習得の過

程、言語的知的発達・社会性・人格の形成面の発達） 
4.98±0.95 4.82±0.98 n.s. 

⑥言語指導体系の形成とその指導展開ができる（言葉の意

味付け、口声模倣力、心とことばの連動、5W1H、発音の

明瞭化、物的・人的言語環境の設定、話す意欲・相互関係

の配慮） 

4.54±1.27 3.82±1.33 n.s. 

⑦文型の系統的な指導ができる（程度に応じた文理解・文

構成の指導、書き言葉の文型指導、話しことば［話型］） 
4.57±1.18 4.46±0.82 n.s. 
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補聴器の管理と聴覚活用 
⑧聴力測定や聴覚管理ができる（聴力測定の知識技能、人

工内耳の知識、状況に応じた医師や保護者との連携） 
4.30±1.38 3.46±1.44 n.s. 

⑨補聴器の知識があり、補聴器のフィッティングができる

（種類・性能・特徴、しくみ・留意点、トラブル対応） 
3.18±1.43 3.46±1.37 n.s. 

⑩聴覚学習の方法がわかり、指導できる（集団補聴システ

ム、聴覚活用を図る指導、聴覚活用への適切な評価） 
3.85±1.29 3.46±1.44 n.s. 

読話・発語の指導 
⑪望ましい言語環境の設定ができる(習得と理解に対する

実態把握、意欲的に学ぶ雰囲気作り、教材準備) 
5.10±0.86 4.46±0.82 n.s. 

⑫言語指導の基本的な知識や方法を身につけている（発音

発語指導、構音器官の理解・発音誘導の教材、弁別能力向

上、語音の認知） 

3.79±1.32 2.73±1.01 ** 

⑬口声模倣に関する知識と技能を身につけている 
（口声模倣への意欲向上の指導、ことばの意味内容の理解

の指導、鏡などの教材の使用、自分の力で話すまでの指導） 

3.88±1.40 3.36±1.36 n.s. 

⑭読話・発語指導に関する知識と技能を身につけている 
（読話・発語が表裏一体であることとその指導、読話の条

件と実践、読話力を高める指導） 

3.68±1.40 3.09±1.58 n.s. 

自立活動の内容と具体的な指導法 
⑮自立活動の目標、指導内容、方法について理解している

（ICF との関連付け、個別の指導計画の作成と活用） 
4.98±0.84 5.09±1.22 n.s. 

⑯子どもの実態に即した適切な指導ができる（傾聴態度や

聞く意欲への指導、残存聴力の活用、音声の生理病理） 
4.69±0.92 4.46±1.21 n.s. 

⑰障害による困難の改善・克服を図ることができる（障害

の認識や受容、生活習慣・ルール・マナー、人間としての

具体的な生き方、病院や施設等の専門機関との連携） 

5.21±0.81 4.55±1.13 † 

種々のコミュニケーションの理解と指導 
⑱種々のコミュニケーションについて理解している（コミ

ュニケーション手段、日本手話・日本語対応手話） 
5.29±0.86 4.46±1.57 n.s. 

⑲種々のコミュニケーションに関する指導ができる（子ど

もの発信内容の理解、手話・指文字、読話・発語、発達・

障害の程度に応じた指導） 

4.98±0.95 4.36±1.43 n.s. 

教科指導の方法 
⑳発達と指導教材を関連付けた指導方針・指導計画を立て

ることができる（教材の精選、指導方針に応じた計画） 
5.05±1.01 4.64±1.03 n.s. 

㉑教科の内容や指導に関する専門的な知識を持っている

（理解しやすい教材作り、一斉指導上での個別配慮、言語

概念の形成・思考力の向上、実態に応じた指導、適切な評

価） 

5.14±0.90 4.18±1.25 * 

㉒教科指導の中で適切に、自立活動的な配慮ができる（聴

力レベル・聴力型、個々の実態、ことばの受容力・表現力

の向上、重複障害への適切な指導） 

4.93±1.07 4.09±1.30 † 

読解力・読書力・作文力・構文力の指導 
㉓児童生徒の理解力に則した文章提示ができる（発達、読

みに対する興味・関心の向上、語句や文と絵や実物の結び

つけ・動作化、読解能力、読書環境の整備、図書館利用等

の指導） 

5.02±1.02 4.46±0.69 * 

㉔発達に応じた作文や構文の指導ができる（話し言葉の文

章化、表現の工夫・文構成、日記・記録・手紙、環境や実

践の場の設定） 

4.95±1.06 4.82±0.98 n.s. 

進路・就職教育の指導 
㉕興味・関心や特性、能力の把握について（生徒の進路に

ついての基礎的知識、適正・能力把握・進路希望） 
5.15±0.91 4.91±0.83 n.s. 

㉖職業教育に関する知識、指導について（職業観・労働感

の育成、機関・事業所・作業所・施設との連携） 
4.81±1.01 4.73±0.79 n.s. 

㉗卒業生の進路状況、就学状況について 
（実態に応じた進路情報、一貫した年間指導計画の作成、

就職後のフォロー・情報収集、離職・中途退学の原因把握） 

4.40±1.11 4.27±1.01 n.s. 
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発達過程と聴覚障害者の把握 
㉘発達過程の理解、発達診断について（聴力検査・発達検

査・言語性検査・動作性知能テストの理解と活用） 
4.39±0.89 3.64±1.29 † 

㉙観察を通じて興味、関心や能力特性の把握について（障

害の状況や行動特性を把握する方法の理解、観察の視点を

定めた実態把握） 

4.93±0.99 4.64±1.03 n.s. 

㉚発達のつまずきや偏りについて（早期発見と早期教育の

考えに基づいた教育方法、情報不足・知識の偏りなど実態

に基づいた適切な指導） 

4.68±1.08 4.64±1.03 n.s. 

重複児への指導 
㉛併せ有する障害の状況の把握について（個別の指導計画

の作成と活用、情報収集の重要性と方法の理解、医学・心

理学上の基礎的知識、重複障害の発達・病理・行動特性） 

4.61±1.12 4.64±0.81 n.s. 

㉜発達段階に応じた適切な指導について（障害を考慮した

教育課程・指導計画の作成、指導形態・教材の工夫、実態

に応じたコミュニケーション手段の指導） 

5.10±0.66 4.82±0.87 n.s. 

** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1   

 

表 3 聾学校通算年数別の専門性評価得点 

内容 

聾学校通算 
４年未満 

n＝27 

聾学校通算 
4 年以上 

n=25 
P 値 

平均値±標準偏差 
聴覚障害についての理解 
①障害・聴覚障害について（聴覚障害が及ぼす二次的症状、

聴力障害の程度） 
4.68±1.07 5.60±0.58 ** 

 
②生理学・医学・心理学・言語学・音声学に関する知識理

解について（言語障害との違い、伝音・感覚性障害、内因・

外因性、人工内耳やリハビリについて） 

4.81±1.06 5.25±0.90 n.s. 

③聴覚障害者の教育や社会参加の達成について（歴史・文

化・人権、社会動向、福祉制度、教育制度など） 
4.56±1.25 5.38±0.97 * 

言語指導の基礎知識と指導 
④聴覚障害についての基礎的な知識を持っている（耳の生

理・異常、難聴の分類や音の認知過程、聴力レベル） 
4.73±0.92 5.40±0.58 * 

⑤一般的な言語発達の道筋を理解している（言語習得の過

程、言語的知的発達・社会性・人格の形成面の発達） 
4.82±0.88 5.04±1.02 n.s. 

⑥言語指導体系の形成とその指導展開ができる（言葉の意

味付け、口声模倣力、心とことばの連動、5W1H、発音の

明瞭化、物的・人的言語環境の設定、話す意欲・相互関係

の配慮） 

4.22±1.05 4.50±1.53 n.s. 

⑦文型の系統的な指導ができる（程度に応じた文理解・文

構成の指導、書き言葉の文型指導、話しことば［話型］） 
4.41±1.01 4.68±1.22 n.s. 

補聴器の管理と聴覚活用 
⑧聴力測定や聴覚管理ができる（聴力測定の知識技能、人

工内耳の知識、状況に応じた医師や保護者との連携） 
3.62±1.42 4.67±1.27 ** 

⑨補聴器の知識があり、補聴器のフィッティングができる

（種類・性能・特徴、しくみ・留意点、トラブル対応） 
3.07±1.33 3.44±1.53 n.s. 

⑩聴覚学習の方法がわかり、指導できる（集団補聴システ

ム、聴覚活用を図る指導、聴覚活用への適切な評価） 
3.56±1.40 3.96±1.22 n.s. 

読話・発語の指導 
⑪望ましい言語環境の設定ができる(習得と理解に対する

実態把握、意欲的に学ぶ雰囲気作り、教材準備) 
4.73±0.96 5.20±0.76 † 

⑫言語指導の基本的な知識や方法を身につけている（発音

発語指導、構音器官の理解・発音誘導の教材、弁別能力向

上、語音の認知） 

3.56±1.16 3.52±1.50 n.s. 

⑬口声模倣に関する知識と技能を身につけている 
（口声模倣への意欲向上の指導、ことばの意味内容の理解

の指導、鏡などの教材の使用、自分の力で話すまでの指導） 

3.96±1.29 3.50±1.50 n.s. 
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⑭読話・発語指導に関する知識と技能を身につけている 
（読話・発語が表裏一体であることとその指導、読話の条

件と実践、読話力を高める指導） 

3.56±1.34 3.54±1.62 n.s. 

自立活動の内容と具体的な指導法 
⑮自立活動の目標、指導内容、方法について理解している

（ICF との関連付け、個別の指導計画の作成と活用） 
5.07±0.96 4.92±0.91 n.s. 

⑯子どもの実態に即した適切な指導ができる（傾聴態度や

聞く意欲への指導、残存聴力の活用、音声の生理病理） 
4.68±0.92 4.60±1.08 n.s. 

⑰障害による困難の改善・克服を図ることができる（障害

の認識や受容、生活習慣・ルール・マナー、人間としての

具体的な生き方、病院や施設等の専門機関との連携） 

4.89±0.97 5.28±0.84 n.s. 

種々のコミュニケーションの理解と指導 
⑱種々のコミュニケーションについて理解している（コミ

ュニケーション手段、日本手話・日本語対応手話） 
4.63±1.18 5.60±0.71 ** 

⑲種々のコミュニケーションに関する指導ができる（子ど

もの発信内容の理解、手話・指文字、読話・発語、発達・

障害の程度に応じた指導） 

4.56±1.05 5.12±1.05 † 

教科指導の方法 
⑳発達と指導教材を関連付けた指導方針・指導計画を立て

ることができる（教材の精選、指導方針に応じた計画） 
4.93±0.96 5.00±1.12 n.s. 

㉑教科の内容や指導に関する専門的な知識を持っている

（理解しやすい教材作り、一斉指導上での個別配慮、言語

概念の形成・思考力の向上、実態に応じた指導、適切な評

価） 

4.63±1.18 5.32±0.75 * 

㉒教科指導の中で適切に、自立活動的な配慮ができる（聴

力レベル・聴力型、個々の実態、ことばの受容力・表現力

の向上、重複障害への適切な指導） 

4.56±1.16 4.96±1.17 n.s. 

読解力・読書力・作文力・構文力の指導 
㉓児童生徒の理解力に則した文章提示ができる（発達、読

みに対する興味・関心の向上、語句や文と絵や実物の結び

つけ・動作化、読解能力、読書環境の整備、図書館利用等

の指導） 

4.82±0.74 5.00±1.23 n.s. 

㉔発達に応じた作文や構文の指導ができる（話し言葉の文

章化、表現の工夫・文構成、日記・記録・手紙、環境や実

践の場の設定） 

5.00±0.83 4.84±1.25 n.s. 

進路・就職教育の指導 
㉕興味・関心や特性、能力の把握について（生徒の進路に

ついての基礎的知識、適正・能力把握・進路希望）、 
4.78±0.85 5.46±0.83 ** 

㉖職業教育に関する知識、指導について（職業観・労働感

の育成、機関・事業所・作業所・施設との連携） 
4.52±0.94 5.13±0.90 * 

㉗卒業生の進路状況、就学状況について（実態に応じた進

路情報、一貫した年間指導計画の作成、就職後のフォロ

ー・情報収集、離職・中途退学の原因把握） 

4.00±0.92 4.83±1.11 ** 

発達過程と聴覚障害者の把握 
㉘発達過程の理解、発達診断について（聴力検査・発達検

査・言語性検査・動作性知能テストの理解と活用） 
4.00±1.18 4.46±0.78 n.s. 

㉙観察を通じて興味、関心や能力特性の把握について（障

害の状況や行動特性を把握する方法の理解、観察の視点を

定めた実態把握） 

4.70±0.99 5.04±1.00 n.s. 

㉚発達のつまずきや偏りについて 
（早期発見と早期教育の考えに基づいた教育方法、情報不

足・知識の偏りなど実態に基づいた適切な指導） 

4.63±0.97 4.71±1.20 n.s. 

重複児への指導 
㉛併せ有する障害の状況の把握について（個別の指導計画

の作成と活用、情報収集の重要性と方法の理解、医学・心

理学上の基礎的知識、重複障害の発達・病理・行動特性） 

4.56±0.93 4.67±1.20 n.s. 

㉜発達段階に応じた適切な指導について（障害を考慮した

教育課程・指導計画の作成、指導形態・教材の工夫、実態

に応じたコミュニケーション手段の指導） 

5.00±0.73 5.08±0.70 n.s. 

** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1 
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表 4 聴覚領域免許状保有の有無別の専門性評価得点 

内容 

聴覚障害領域 
免許有 
n＝13 

聴覚障害領域 
免許無 
n=40 P 値 

平均値±標準偏差 
聴覚障害についての理解 
①障害・聴覚障害について（聴覚障害が及ぼす二次的症状、

聴力障害の程度） 
5.69±0.48 4.95±1.01 ** 

②生理学・医学・心理学・言語学・音声学に関する知識理

解について（言語障害との違い、伝音・感覚性障害、内因・

外因性、人工内耳やリハビリについて） 

5.46±0.66 4.87±1.04 * 

③聴覚障害者の教育や社会参加の達成について（歴史・文

化・人権、社会動向、福祉制度、教育制度など） 
5.31±0.86 4.84±1.29 n.s. 

言語指導の基礎知識と指導 
④聴覚障害についての基礎的な知識を持っている（耳の生

理・異常、難聴の分類や音の認知過程、聴力レベル） 
5.54±0.66 4.92±0.85 * 

⑤一般的な言語発達の道筋を理解している（言語習得の過

程、言語的知的発達・社会性・人格の形成面の発達） 
5.15±0.80 4.87±1.01 n.s. 

⑥言語指導体系の形成とその指導展開ができる（言葉の意

味付け、口声模倣力、心とことばの連動、5W1H、発音の

明瞭化、物的・人的言語環境の設定、話す意欲・相互関係

の配慮） 

4.92±0.86 4.18±1.39 * 

⑦文型の系統的な指導ができる（程度に応じた文理解・文

構成の指導、書き言葉の文型指導、話しことば［話型］） 
4.92±1.04 4.41±1.12 n.s. 

補聴器の管理と聴覚活用 
⑧聴力測定や聴覚管理ができる（聴力測定の知識技能、人

工内耳の知識、状況に応じた医師や保護者との連携） 
4.92±0.77 3.89±1.49 ** 

⑨補聴器の知識があり、補聴器のフィッティングができる

（種類・性能・特徴、しくみ・留意点、トラブル対応） 
4.25±1.06 2.95±1.37 ** 

⑩聴覚学習の方法がわかり、指導できる（集団補聴システ

ム、聴覚活用を図る指導、聴覚活用への適切な評価） 
4.42±1.00 3.56±1.35 * 

読話・発語の指導 
⑪望ましい言語環境の設定ができる(習得と理解に対する

実態把握、意欲的に学ぶ雰囲気作り、教材準備) 
5.31±0.86 4.84±0.89 n.s. 

⑫言語指導の基本的な知識や方法を身につけている（発音

発語指導、構音器官の理解・発音誘導の教材、弁別能力向

上、語音の認知） 

4.54±0.97 3.23±1.29 ** 

⑬口声模倣に関する知識と技能を身につけている 
（口声模倣への意欲向上の指導、ことばの意味内容の理解

の指導、鏡などの教材の使用、自分の力で話すまでの指導） 

4.46±0.66 3.53±1.52 ** 

⑭読話・発語指導に関する知識と技能を身につけている 
（読話・発語が表裏一体であることとその指導、読話の条

件と実践、読話力を高める指導） 

4.62±0.65 3.18±1.49 ** 

自立活動の内容と具体的な指導法 
⑮自立活動の目標、指導内容、方法について理解している

（ICF との関連付け、個別の指導計画の作成と活用） 
4.77±0.73 5.05±0.97 n.s. 

⑯子どもの実態に即した適切な指導ができる（傾聴態度や

聞く意欲への指導、残存聴力の活用、音声の生理病理） 
4.85±0.56 4.59±1.09 n.s. 

⑰障害による困難の改善・克服を図ることができる 
（障害の認識や受容、生活習慣・ルール・マナー、人間と

しての具体的な生き方、病院や施設等の専門機関との連

携） 

5.23±0.73 5.00±0.97 n.s. 

種々のコミュニケーションの理解と指導 
⑱種々のコミュニケーションについて理解している（コミ

ュニケーション手段、日本手話・日本語対応手話） 
5.23±0.60 5.05±1.21 n.s. 

⑲種々のコミュニケーションに関する指導ができる（子ど

もの発信内容の理解、手話・指文字、読話・発語、発達・

障害の程度に応じた指導） 

5.08±0.76 4.74±1.16 n.s. 
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教科指導の方法 
⑳発達と指導教材を関連付けた指導方針・指導計画を立て

ることができる（教材の精選、指導方針に応じた計画） 
5.15±0.80 4.92±1.09 n.s. 

㉑教科の内容や指導に関する専門的な知識を持っている

（理解しやすい教材作り、一斉指導上での個別配慮、言語

概念の形成・思考力の向上、実態に応じた指導、適切な評

価） 

5.23±0.73 4.87±1.13 n.s. 

㉒教科指導の中で適切に、自立活動的な配慮ができる（聴

力レベル・聴力型、個々の実態、ことばの受容力・表現力

の向上、重複障害への適切な指導） 

5.39±0.65 4.56±1.23 * 

読解力・読書力・作文力・構文力の指導 
㉓児童生徒の理解力に則した文章提示ができる（発達、読

みに対する興味・関心の向上、語句や文と絵や実物の結び

つけ・動作化、読解能力、読書環境の整備、図書館利用等

の指導） 

5.39±0.77 4.74±1.02 * 

㉔発達に応じた作文や構文の指導ができる 
（話し言葉の文章化、表現の工夫・文構成、日記・記録・

手紙、環境や実践の場の設定） 

5.23±0.60 4.82±1.14 n.s. 

進路・就職教育の指導 
㉕興味・関心や特性、能力の把握について（生徒の進路に

ついての基礎的知識、適正・能力把握・進路希望） 
5.15±0.80 5.11±0.92 n.s. 

㉖職業教育に関する知識、指導について（職業観・労働感

の育成、機関・事業所・作業所・施設との連携） 
4.85±0.99 4.76±0.97 n.s. 

㉗卒業生の進路状況、就学状況について（実態に応じた進

路情報、一貫した年間指導計画の作成、就職後のフォロ

ー・情報収集、離職・中途退学の原因把握） 

4.54±1.05 4.32±1.11 n.s. 

発達過程と聴覚障害者の把握 
㉘発達過程の理解、発達診断について（聴力検査・発達検

査・言語性検査・動作性知能テストの理解と活用） 
4.77±0.60 4.08±1.08 ** 

㉙観察を通じて興味、関心や能力特性の把握について（障

害の状況や行動特性を把握する方法の理解、観察の視点を

定めた実態把握） 

5.08±0.86 4.81±1.04 n.s. 

㉚発達のつまずきや偏りについて（早期発見と早期教育の

考えに基づいた教育方法、情報不足・知識の偏りなど実態

に基づいた適切な指導） 

4.77±1.01 4.66±1.10 n.s. 

重複児への指導 
㉛併せ有する障害の状況の把握について（個別の指導計画

の作成と活用、情報収集の重要性と方法の理解、医学・心

理学上の基礎的知識、重複障害の発達・病理・行動特性） 

4.62±1.12 4.63±1.05 n.s. 

㉜発達段階に応じた適切な指導について（障害を考慮した

教育課程・指導計画の作成、指導形態・教材の工夫、実態

に応じたコミュニケーション手段の指導） 

5.08±0.64 5.03±0.74 n.s. 

** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1 

 

Ⅳ．考察 
 

雇用形態に関しては、「読話・発語の指導」「教科指導の方法」「読解力・読書力・作文

力・構文力の指導」の要素内の項目において、有意差がみられた。いずれも臨時より本務の

方が高い得点となった。聾学校通算年数に関しては、「聴覚障害についての理解」「言語指

導の基礎知識と指導」「補聴器の管理と聴覚活用」「種々のコミュニケーションの理解と指

導」「教科指導の方法」「進路・就職教育の指導」の要素内の項目において、有意差がみら

れた。いずれも聾学校通算教職年数 4年以上の方が高い得点となった。聴覚障害領域免許状

保有の有無に関しては、「聴覚障害についての理解」「言語指導の基礎知識と指導」「補聴

器の管理と聴覚活用」「読話・発語の指導」「教科指導の方法」「読解力・読書力・作文力・

構文力の指導」「発達過程と聴覚障害者の把握」の要素内の項目において、有意差がみられ
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た。いずれも免許状保有者の方が高かった。以上を踏まえて以下の 3 点について考察したい。 

第一に雇用形態に関して、臨時教員は本務教員に比べ勤務年数が短く、一年未満の人事異

動が多いことから、3～5 年聾学校で勤務することになる本務教員に比べ、専門性が低くなっ

たと考えられる。研修や認定講習などの参加率も臨時教員に比べ聾学校への転勤が決まった

本務教員の方が積極的な参加が多いのではないだろうか。臨時教員であっても手話や独特の

コミュニケーションツールの指導や教員自身の知識は不可欠なものであるため、一年未満の

教員に対しても十分な研修と専門性の向上が必要となるであろう。 

 第二に聾学校通算年数に関して、聾学校における通算教職経験年数が長くなるほど、多く

の幼児児童生徒と関わり経験を積み重ねることになり、必然的に知識や技術が向上すると推

測される。それにより、個々に応じた学習活動の計画や展開、評価等についての専門性も高

くなると考えられる。専門的な器具の知識・活用する能力についても同様であろう。また、

進路指導についても、一般学校とは違い特質や個々の状況に応じて、適切な指導が求められ

る。進路のための情報の収集はもちろん、個々の能力にあった進路の選択、コミュニケーシ

ョンや文学言語による理解と表現など、卒業後児童生徒が自分らしく自由に社会生活を送れ

るような指導を行う上で、より長い年数を経てきた教員の方が、知識が豊富であると考えら

れる。 

 第三に聴覚障害領域免許状保有の有無に関して、教科の指導において児童生徒一人ひとり

のニーズに合った、聴覚障害の特質を考慮した指導を行わなければならない。免許保有者は

一種・二種共に認定講習や専門的な知識をつけようという積極性や研究への意欲が高く、ま

た免許を保有しているという責任や仕事をこなす量や範囲の広さなどから、免許無の教員に

比べて専門性が高い結果が出たと考えられる。 

聾学校は 1 府県に 1 校しか設置されていないことが多く、そのため、他の障害種以上に、

地域のニーズに応えていくために、センター的機能の充実は強く期待される。そのためにも、

教員一人ひとりがセンター的機能の役割を担っていく人材となり、聴覚障害教育を指導でき

るようになる程度の専門性を培っていなければならない。学校内外において、聴覚障害教育

におけるシステム作りを行い、関係機関とのネットワークを構築していくことが必要である。

現在の聴覚障害教育は以前と比べ高く幅広い専門性が要求されている。それに反して、免許

の一本化により聴覚障害領域の免許状を取得していない教員も聾学校で勤務することが可能

になった今、聾学校に赴任が決まった教員の専門性の低下が懸念される。また従来とは違い

聴覚の単一障害ではなく、医療の発展を背景に障害の多様化や重複化が進み幼児児童生徒の

実態も大きく変化している。そのためにも教員の専門性の向上と研修や研究による専門性の

習得が求められている。 

しかし、今回問題としてあげられたように、聾学校に勤務する教員としての役割に加え通

常学級に在籍する幼児児童生徒に対する指導やセンター的役割としてのあり方など現場教員

は多種多様な専門性を求められているにもかかわらず、専門性が確保できないなどの課題が

あるのも事実である。今回の研究では免許保持者の専門性が高いという結果となったが、免

許保有率は依然として上がっていないという現状もあり、今後は教員が免許保有の有無にか

かわらず、研修・講義等を通して聴覚障害教育に対し幅広い専門性を身に付けていかなけれ

ばならない。 
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Ⅴ．おわりに 
 

今回の調査により、専門性に関する教員の意識と現在の自己評価における専門性の程度に

ついて明らかになった。年齢や経験で身につくことは勿論のこと、免許保有の有無において

多く有意差が出たことから、外部研修や認定試験において得るものが教員の専門性に影響を

与えていることが示唆された。また、調査を行った A 県内聾学校教員に対して後日、フィー

ドバックを行った際にも、教員側から弱い部分の専門性に対し、想像通りであったという意

見も得られた。特に補聴器に関しては、毎日補聴器をチェックできるような技術を持つべき

であることは明らかであるものの月 2 回の外部定期メンテナンスに任せているといった実態

も浮き彫りとなった。補聴器は高度なものに日々進化しており、理解を進める場と時間の確

保に困難が生じている。また、より専門的に繰り返し研修等を行っていた教員に転勤があり、

指導が行き渡らず、専門性やノウハウの継承・蓄積の弱さがあると考えられる。 

今回、質問紙調査で明らかとなった専門性の課題を見つめなおし、指導方法や教育方針に

ついて今一度意識的に取り組む必要があるだろう。どの学校についても長期間赴任している

ベテランの教員はいるであろうが、少数の教員だけが深く幅広く専門性を持っているという

だけでは、今後発生しうる教育現場での多種多様な課題や問題を解決し、潤滑に学校をまわ

していくことは困難である。赴任期間の短さにおける問題においては、限られた時間で適切

な時期に重点的なニーズに合った研修等の取り組みを行うなどといった対策をとる必要性が

あるのではないだろうか。 

聾学校が聴覚障害の専門機関として、センター的機能の役割を果たすためにも、本研究に

おいて示唆された専門性と各要因の関係性に関する知見をもとに、教員への教育や研修の内

容や重要度等について今後さらに各学校において検討されることが期待される。 

なお、聾学校教員の専門性を評価する尺度については、未だに信頼性、妥当性が確認され

たものがわが国には存在しない。今回専門性の自己評価として用いた「聾学校における専門

性を高めるための教員研修用テキスト改訂版」（全国聾学校長会，2011）は、全国の聾学校

が協力して作成したもので、内容や構成概念については現場サイドの長年の経験やノウハウ

をもとに相当吟味がされていると考えられる。今後は、国際的な視野から学術研究の理論等

も踏まえ、科学的根拠を備えた専門性評価尺度の開発が待たれるところである。 
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